
①受診状況証明書について 

 【学校で予防すべき感染症一覧】 

【学校で予防すべき感染症一覧】 

 に記載されている 

【学校で予防すべき感染症一覧】 

 に記載されていない 

②医療機関関係者の皆様へ 

 受診状況証明書(様式１） 

③医療機関関係者の皆様へ 

 受診状況証明書(様式2） 

受診状況証明書(様式１）(様式2)の違いについて 

 受診状況証明書（様式1） …学校保健安全法により定められた「学校で予防すべき感染症」に罹患した場合に提出してください。 

 受診状況証明書（様式2）…「学校で予防すべき感染症」以外の疾病に罹患した場合に提出してください。主に定期試験を欠席した場合に必要です。 

※各証明書提出の流れは、学級担任から書類を受け取り、医療機関にて作成していただいた後、学級担任に提出となります。 

※証明書の作成を医療機関に依頼される際は、「医療機関関係者の皆様へ」「受診状況証明書（様式1・2のいずれか）」をご持参ください。 


